
墨田区保育所条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行 
  

別表 

名 称 位  置 

墨田区江東橋保

育園 
〔略〕 

墨田区江東橋保

育園分園 
 〔略〕 

墨田区横川橋保

育園 
〔略〕 

墨田区中川保育

園 
〔略〕 

墨田区花園保育

園 
〔略〕 

墨田区押上保育

園 
〔略〕 

墨田区福神橋保

育園 
〔略〕 

墨田区文花保育

園 
〔略〕 

墨田区あおやぎ

保育園 
〔略〕 

墨田区たちばな

保育園 
〔略〕 

墨田区すみだ保

育園 
〔略〕 

墨田区八広保育

園 
〔略〕 

墨田区東駒形保

育園 
〔略〕 

墨田区亀沢保育

園 
〔略〕 

墨田区ひきふね

保育園 
〔略〕 

墨田区東あずま

保育園 
〔略〕 

墨田区おむらい

保育園 
〔略〕 

別表 

名 称 位  置 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 



墨田区太平保育

園 
〔略〕 

墨田区きんし保

育園 
〔略〕 

墨田区鐘ヶ淵北

保育園 
〔略〕 

墨田区梅若保育

園 
〔略〕 

墨田区立川保育

園 
〔略〕 

墨田区中川南保

育園 
〔略〕 

墨田区長浦保育

園 
〔略〕 

墨田区寺島保育

園 
〔略〕 

墨田区水神保育

園 
〔略〕 

墨田区しらひげ

保育園 
〔略〕 

墨田区横川さく

ら保育園 
〔略〕 

墨田区横川さく

ら保育園分園 

墨田区立花一丁目２３番

５－２０６号  

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔新設〕 
   

   付 則 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の指定管理者による管理に

関し必要な手続、準備行為等（墨田区横川さくら保育園分園に係るものに限る。）

は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区保育所条例の規定の例

により行うことができる。 

 


